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近年の市町村合併の状況

S28.9.30 S37.1.1 H11.3.31 H18.3.31 H22.3.31 H26.4.5

市 町 村 数 9,895 3,466 3,232 1,821 1,727 1,718

人口１万人未満 － － 1,559 489 482 512

平均人口（人） 7,864 24,555 36,766 65,499 68,970 68,581

平均面積（㎢） 37.5 106.9 114.9 204.0 215.6 216.7

▲１５０５
平成１１年３月３１日

３２３２
平成２２年３月３１日
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新法下
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9

計
６４９
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1,514

▲９
平成２６年４月５日

１７１８

※ 現行合併特例法による合併６８件を含む。
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市町村数の減少率（ H11.3.31→H26.4.5)
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第１ 市町村合併を含めた基礎自治体のあり方
１ 市町村合併をはじめとした基礎自治体についての現状認識
（３）基礎自治体に関する残された課題

（略）全体的に見た場合には市町村合併は相当程度進捗したものの、市町村合併の進捗状況には、地
域ごとに大きな差異が見られ、なお、次のような課題が残されている。

① 小規模市町村における行財政基盤の強化

小規模市町村は依然として多く、例えば人口１万未満の市町村は４７１団体（平成２２年３月２３日見
込み）存在し、特に市町村合併の進捗率が低い都道府県に数多く所在しており、多様な取組により小
規模市町村の行財政基盤を強化することが課題となっている。

② 将来的に合併の必要性を認識している市町村の存在

合併が行われなかった市町村の中には、将来的な合併の必要性を認識しながら、様々な理由や背景
によって合併を実現できなかった市町村も多い。また、合併市町村についても、当初とは異なる枠組み
で合併が行われたものもあり、飛び地が生じた地域も見られる。

③ 大都市圏の市町村が抱える課題

大都市圏においては、市町村合併の進捗率が低く、面積が小さな市町村が数多く存在しており、行政
サービスの受益と負担が一致しておらず、公共施設の円滑な利活用や一体性のある広域的なまちづ
くりの観点から、合併や広域連携などを含めて、行政運営の単位のあり方が問われている。
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第29次地方制度調査会答申（市町村合併関係）①

「今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申」
（第29次地方制度調査会答申）（抄）（H21.6）



２ これからの基礎自治体のあり方
（２）今後における市町村合併の支援のあり方

（略）

今後の人口減少・少子高齢化の進行や厳しい財政状況を踏まえ、基礎自治体としての重要な役割や市
町村が抱える課題に対応するためには、今後とも、市町村の行財政基盤を強化していく必要がある。

しかしながら、平成11年以来、強化された財政支援措置等により全国的に行ってきた合併推進運動も10
年が経過し、これまでの経緯や市町村を取り巻く現下の状況を踏まえれば、従来と同様の手法を続けて
いくことには限界があると考えられる。

したがって、平成11年以来の全国的な合併推進運動については、現行合併特例法の期限である平成22
年3月末までで一区切りとすることが適当であると考えられる。

その上で、平成22年4月以降は、自主的に合併を選択する市町村に対して必要な支援措置を講ずること
が適当である。

（略）

（３）事務処理方策に関する基本的な考え方

現在、市町村が置かれている状況や課題は多様であり、今後の市町村における事務処理のあり方を考
えるに当たっては、このような市町村の多様性を前提にして、それぞれの市町村が自らの置かれた現状
や今後の動向を踏まえた上で、その課題に適切に対処できるようにする必要がある。

このため、市町村合併による行財政基盤の強化のほか、共同処理方式による周辺市町村間での広域連
携や都道府県による補完などの多様な選択肢を用意した上で、それぞれの市町村がこれらの中から最も
適した仕組みを自ら選択できるようにすべきである。

（略） 3

第29次地方制度調査会答申（市町村合併関係）②



３ 今後の対応方策
（１）市町村合併に関する方策

市町村合併は、行財政基盤の強化の手法の一つとして、今後もなお有効であると考えられ、現行合併特
例法期限後においても、自らの判断により合併を進めようとする市町村を対象とした合併に係る特例法が
必要である。

この法律においては、具体的には、合併の障害を除去するための措置や住民の意見を反映させるため
の措置（合併特例区、合併に係る地域自治区等）等を定めることが適当である。
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第29次地方制度調査会答申（市町村合併関係）③



第４ 基礎自治体の現状と今後の基礎自治体の行政サービス提供体制
２ 基礎自治体による事務の共同処理等の現状と課題
（１）市町村間の広域連携や都道府県による補完の必要性

人口減少・少子高齢社会における今後の基礎自治体の行政サービス提供体制については、基礎自治体
の担うべき役割を踏まえ、自主的な市町村合併や共同処理方式による市町村間の広域連携、都道府県
による補完などの多様な手法の中で、それぞれの市町村がこれらの中から最も適したものを自ら選択で
きるようにしていくことが必要である。

（略）

第２ 行政サービスの持続可能な提供のための地方行政体制
１ 広域連携等による行政サービスの提供
（１）地方圏

① 基本的な認識

これまでも、自主的な市町村合併や事務の共同処理等、他の主体と連携して行政サービスを提供する
取組が行われてきたところであり、今後も、基礎自治体である市町村が、これらの中から最も適したものを
自ら選択できるようにしていくことが必要である。
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第30次、第31次地方制度調査会答申（市町村合併関係）④

「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」
（第30次地方制度調査会答申）（抄）（H25.6）

「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申」

（第31次地方制度調査会答申）（抄）（H28.3）



市町村の合併の特例に関する法律（平成16年法律第59号）の概要
※市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律（平成22年法律第10号）による改正後

 平成の合併（平成11年4月～平成22年3月）後においても、平成22年改正後の現行合併特例法により、市町村
合併の円滑化のために以下の措置を設けて、行財政基盤強化のため自主的に合併を選択する市町村を支援。

 平成２２年４月１日施行。令和２年（平成３２年）３月３１日失効。

○ 議会の議員の定数又は在任に関する特例（第8条・第9条）

＜定数特例＞ 編入合併の場合、人口に応じて合併市町村の議会の議員の定数を増加し、編入される旧市町村の区域ごとに選挙区を設けて
定数を配分することができる。

＜在任特例＞ 合併後の一定期間に限り、旧市町村の議員が新市町村の議員として在任することができる。
（編入合併の場合は編入先市町村議員の残任期間まで、新設合併の場合は合併後最大2年まで）

○ 地方税に関する特例（第16条）

合併に伴う住民の税負担の急激な増加を緩和するため、合併後5年度に限り、

① 不均一課税・課税免除をすることができる。
② 合併により人口30万以上となった場合であっても、引き続き事業所税を非課税とする。
③ 合併により三大都市圏の市となった場合、農地を宅地並課税の対象としない。

○ 合併算定替（第17条）

合併したことにより普通交付税が直ちに減少することは合併の阻害要因
となることから、合併後一定期間は、旧市町村が存続したものとみなして
普通交付税を算定（合算額を措置。）。

○ 住民発議・住民投票（第4条・第5条）

・ 有権者の50分の1以上の者の連署をもって、市町村長に対して、合併協議会の設置の請求を行うことができる。
・ 当該請求が議会において否決され、かつ、市町村長が住民投票の請求をしなかった場合には、有権者の6分の1以上の連署をもって
合併協議会の設置について住民投票の請求をすることができ、有効投票総数の過半数の賛成があった場合には、合併協議会を設置。

○ 合併特例区（第26条～第57条）

地域住民の声を行政運営に反映するために、合併前の旧市町村の区域に合併特例区（※）を設置することができる。
※ 旧市町村区域の事務を処理、法人格を有する、区長は必置、設置期間は5年以内、公の施設の設置管理可能、予算編成権あり。

0.9
0.7

0.5
0.3

0.1

5年 10年合併

合併算定替による増額分

激変緩和期間特例期間
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旧合併特例法
（平成１１年改正）

新合併特例法
（平成１６年制定）

新合併特例法
（平成２２年改正）

国
・

都
道
府
県

規目
定的

旧合併特例法
（平成７年改正）

「自主的な市町村の合併の推進

による市町村の規模の適正化」

市
と
な
る

総務大臣が市町村合併推進の
ための基本指針を策定

「自主的な市町村の

合併の円滑化」

市町村に対する、必要な
助言、情報の提供等

合併推進に向けた国、都道
府県による関与を廃止

都道府県は基本指針に基づき、
市町村合併推進に関する構想を
作成

の
特
例

特例の廃止

人口要件５万人

都道府県及び市町村の求め
に応じた助言・情報提供等

の
関
与

投住
票民

市町村長に対する
合併協議会の設置請求

住
民
発
議

「平成の合併」推進期間

すべての関係市町村で同一内容の直接請求が行われた場合には、各市町村長に対し合
併協議会設置協議について議会への付議を義務付け

（Ｈ１４年改正） 合併協議会の設置についての住民投票制度の導入

人口要件
３万人

（Ｈ１２年改正）

＝
＝

都道府県及び市町村に対する、
必要な助言、情報の提供等

「自主的な市町村の合併を推進」

べ
き
要
件

合併協議会の設置勧告

内閣に市町村合併支援本部を設置
し、市町村合併支援プランを策定

有権者の５０分の１以上の署名

※令和２年３月３１日まで期限を延長

地
域
自
治

組
織

そ
の
他

• 議員の定数・在任特例の
拡充

※   平成１７年３月３１日までに市町村が
議会の議決を経て都道府県知事に合
併の申請を行い、平成１８年３月３１日
までに合併したものについては、旧合
併特例法の規定を適用（平成１６年の
旧合併特例法の改正による経過措置）

※平成２２年３月３１日までの時限法

人口要件
４万人

（Ｈ１０年改正）

人口要件
５万人

地域審議会制度の創設（Ｈ１１年改正） 、

合併特例区、地域自治区制度の創設（Ｈ１６年改正）

• 市町村合併推進のための方策を削除
• 合併の障害除去のための措置は存置
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合併特例法の変遷



旧合併特例法
（H11年度～H17年度）

改正前合併特例法
（H17年度～H21年度）

現行合併特例法
（H22年度～R元年度）

合
併
補
正

普
交

合
併
算
定
替

普
交

合併後１０年
（その後５年は段階的に縮減）

合併後５～９年
（期間は合併年度による）
（その後５年は段階的に縮減）

市町村の自主的な合併を円
滑化する措置であるため存置

旧合併特例法
（H7年度～H10年度）

合併後一定期間は普通交付
税を旧市町村単位で算定の上
で合算

「平成の合併」推進期間

地
方
債

地域総合整備事業債
（合併まちづくり分）

合併市町村における一体的か
つ効率的なまちづくりを支援

充当率 ９０％
交付税算入率 ７０％

合併特例債（※１）

≪合併後１０年間措置≫
合併推進債（※２）

≪合併後１０年間措置≫

手厚い財政措置により幅広くま
ちづくりを支援

財政上の優遇措置を縮減し合併
に伴い必要となる事業に重点化

廃止
合併の推進に特化した事業費
補正は廃止

充当率 ９５％
交付税算入率 ７０％

充当率 ９０％
交付税算入率 ４０％

合併後に生じる臨時的経費
を交付税で措置するために基
準財政需要額を増加

金額は人口や関係団体数に比例
（標準団体で６億、上限３０億）

合併補正は廃止

合併後に必要となる最小限の
経費は特別交付税で措置
（ソフト事業に限る）

合併後５年
（その後５年は段階的に縮減）

合併後５年
（その後５年は段階的に縮減）

同左

（※１） 「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」（平成23年法律第102号。以下「合併特例債延長法」という。）により、平成23年度に合併特例債を起こすことができる合併市町村のうち、
特定被災地方公共団体又は特定被災区域をその区域とする市町村については合併後２５年度まで、それ以外の市町村については合併後２０年度まで、合併特例債の発行が可能。

（※２） 合併特例債延長法を踏まえ、特定被災地方公共団体又は特定被災区域をその区域とする市町村については合併後２０年度まで、それ以外の市町村については合併後１５年度まで、合併推進債の発行が可能。

市町村合併体制整備費補助金
・旧市町村人口に応じて、旧市町村当たり
6千万円～3億円を合算した額を補助

補
助
金

市町村合併に係る主な財政措置の推移

合併の円滑化に係る経費は
地域活性化事業債の対象
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9

＜参考＞主な合併法制の沿革

町村合併促進法（昭和28年法律第258号）

新市町村建設促進法（昭和31年法律第164号）

S28.10.1

（新市町村建設促進法延長）※国・都道府県による勧告に係る規定等は失効

市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）

・合併の障害を除去するための措置

S31.6.30
S31.9.30

S36.6.29
S36.6.30

S40.3.28

第16次地制調答申（S49.12.19）（抄）
「市町村の合併の特例に関する法律」は昭和50年３月28日

をもって失効するが、市町村の自主的な合併が行われる場合、
その障害を除去するための特例措置を存置することは必要で

あるので、同法の有効期限を当分の間延長すべきである。抄）
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律

（昭和50年法律第５号）
・10年間延長

S40.3.29

S50.3.28
S50.3.29

S60.3.31

H7.3.31

H7.4.1

H17.3.31

H17.4.1

H22.3.31

H22.4.1

R2.3.31

R2.4.1

市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
（昭和60年法律第14号）

S60.4.1

・10年間延長
・指定都市を法律の適用対象に追加

第20次地制調答申（S59.12.4）（抄）
市町村行政の広域化の要請に対処し、市町村の合併の円

滑化を図るため、「市町村の合併の特例に関する法律」の適用
対象の拡大及び現行の特例措置の拡充について検討を加え
た上、その有効期限を延長すべきである。

市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
（平成７年法律第50号）

・10年間延長
・目的規定を「合併の円滑化」から「合併を推進」に改正
・合併協議会設置に係る住民発議制度の創設

昭
和
の
大
合
併

第24次地制調答申（H6.11.22）（抄）
市町村の自主的な合併を推進していくためには、市町村の合

併が本来持つ効果が、一層確実に発揮されるよう、行財政上の
支援措置を拡充・整備していく必要がある。

市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第59号）
※新法制定

・合併特例債廃止

・都道府県による市町村合併の推進に関する構想の策定

市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律
（平成22年法律第10号）

・10年間延長
・目的規定を「合併の推進」から「合併の円滑化」に改正
・合併推進に向けた国、都道府県による積極的な関与を廃止

第27次地制調答申（H15.11.13）（抄）
現行の合併特例法の失効（平成17年３月31日）後は、新しい

法律を制定し、一定期間さらに自主的な合併を促すこととする。
この法律は、合併に関する障害を除去するための特例を中心
に定め、現行法のような財政支援措置はとらないものとする。

第29次地制調答申（H21.6.16）（抄）
市町村合併は、行財政基盤の強化の手法の一つとして、今

後もなお有効であると考えられ、現行合併特例法期限後にお
いても、自らの判断により合併を進めようとする市町村を対象
とした合併に係る特例法が必要である。この法律においては、
具体的には、合併の障害を除去するための措置や住民の意
見を反映させるための措置（合併特例区、合併に係る地域自
治区等）等を定めることが適当である。

※合併特例債の創設や合併算定替の期間延長（平成12年、14
年にも、市制要件の緩和などの改正）

平
成
の
合
併

H11.7.16（※）

・合併特例区制度を創設
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平成２２年４月以降の現行合併特例法下での市町村合併

新市名 愛知県西尾市 島根県松江市 岩手県一関市 栃木県栃木市 島根県出雲市 埼玉県川口市

合併期日 H23.4.1 H23.8.1 H23.9.26 H23.10.1 H26.4.5 H23.10.1 H23.10.11

合併方式 編入合併 編入合併 編入合併 編入合併 編入合併 編入合併 編入合併

関係市町村
西尾市、一色
町、吉良町、

幡豆町

松江市、
東出雲町

一関市、
藤沢町

栃木市、
西方町

栃木市、
岩舟町

出雲市、
斐川町

川口市、
鳩ヶ谷市

住民発議 なし あり なし なし あり あり なし

議員の取扱い
定数特例・
在任特例なし

定数特例あり 定数特例あり
定数特例・
在任特例なし

定数特例・
在任特例なし

定数特例あり 定数特例あり

地方税の特例
旧３町の市街
化区域農地課
税に特例

法人市町民税、
軽自動車税及
び都市計画税
は平成28年度
まで不均一課
税等

法人市町村民
税は平成25年
度まで不均一
課税

なし
都市計画税は
平成29年度ま
で不均一課税

なし
事業所税は平
成25年度まで
不均一課税

地域審議会等
（合併時）

設置しない

旧東出雲町区
域に地域協議
会を設置
（条例上）

旧藤沢町区域
に地域自治区
を設置
(合併特例法)

旧西方町区域
に地域自治区
を設置
(合併特例法)

旧岩舟町区域
に地域自治区
を設置
(合併特例法)

旧斐川町区域
に地域自治区
を設置
(一般制度)

設置しない

〇 現行合併特例法下でも、７件の市町村合併が行われた。

〇 いずれの事例でも、住民発議、議員の定数特例、地方税の特例、地域自治区の設置など、現行法の合併
の障害を除去するための特例規定が活用されている。
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最近の市町村合併に向けた動き

※自治体等への聞き取り及び新聞報道等により総務省作成。

〇 現行合併特例法下では、７件（６市）の市町村合併のほかに、次のような市町村合併に向けた動きが見られる。

○長野県岡谷市（50,128人）・諏訪市（50,140人）
・下諏訪町（20,236人）

・H３０.４ 合併協議会の設置を求める署名活動の開始
・H３０.６ ３市町の住民が合併協議会の設置を請求

（住民発議）

・H３０.８ ３市町の臨時議会で合併協議会の設置議案が
上程されたが、３市町いずれにおいても否決

・H２８.１０ 任意の合併協議会が設置され、H２９.８まで
定期的に協議会を開催

・H２９.１１ 両市において、市民アンケートを実施。小田
原市では合併賛成多数、南足柄市ではもう
少し検討すべきという意見が多数

・H２９.１２ 南足柄市長が市議会にて、合併するべきで
はない旨の発言をし、それを受け、小田原
市長も市議会にて、南足柄市との合併協議
の終了を明言

○神奈川県小田原市（194,086人）
・南足柄市（43,306人）

※人口はＨ２７国勢調査による。

＜その他の動き＞
【大阪府「合併に関する研究会」】
・H３０.１２の「合併に関する研究会」報告書では、「国に対し、合併特例法の期限の
延長を求めていく」との記載あり

・H２９.１ 中間市の市民団体が合併協議会の設置を請求
（住民発議）

・H２９.４ 北九州市が中間市へ「議会に付議しない」旨回答

○福岡県北九州市（961,286人）・中間市（41,796人）

○群馬県館林市（76,667人）・板倉町（15,015人）

・H２７.１２ 板倉町の住民が合併協議会の設置を請求
（住民発議）

・H２８. ４ 両市町の議会において合併協議会の設置を可決
・H２８. ６ 合併協議会を設置

・H３１.   １ 給食費無料化についての意見の相違が解消されず、
協議会を概ね３年間休止することを決定

○京都府長岡京市（80,090人）・大山崎町（15,181人）

・H２６.６ 大山崎町の住民が合併協議会の設置を請求（住民発議）

・H２６.６ 長岡京市が大山崎町へ「議会に付議しない」旨回答

11

・H２６,２７ 桐生市長が任意合併協議会設置を要請

・H２６.１２ 両市の事務方の「新市建設研究会」設置

・H２８.  ５ みどり市が任意合併協議会設置見送りを回答

・R元 .  ７ 両市の行政連携を協議する「桐生・みどり未来創生会議」
の設置を決定

○群馬県桐生市（飛び地）（114,714人）・みどり市（50,906人）



近年の人口段階別の市町村の数・面積・人口の変化
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1,559 
(48.2%)

482 
(27.9%)

512 
(29.8%)

960 
(29.7%)

462 
(26.8%)

442 
(25.7%)

485 
(15.0%)

516 
(29.9%)

504 
(29.3%)

122 (3.8%)

157 (9.1%) 151 (8.8%)

84 (2.6%)
82 (4.7%) 81 (4.7%)

22 (0.7%) 28 (1.6%) 28 (1.6%)

H 1 1 .3 .3 1 H 2 2 .3 .3 1 H 2 6 .4 .5

団体数

8,247,766 
(6.9%) 2,467,871 (2.1%) 2,518,455 (2.1%)

16,197,534 
(13.6%)

8,487,903 
(7.1%)

8,122,318 
(6.9%)

25,471,012 
(21.4%)

28,322,434 
(23.8%)

27,714,598 
(23.5%)

16,487,081 
(13.9%)

21,844,701 
(18.3%)

21,270,015 
(18.1%)

26,858,206 
(22.6%)

26,466,052 
(22.2%)

26,249,159 
(22.3%)

25,527,983 
(21.5%) 31,522,696 

(26.5%)
31,947,460 

(27.1%)

H 1 1 .3 .3 1 H 2 2 .3 .3 1 H 2 6 .4 .5

人口

178,824 
(48.2%)

91,436 
(24.6%)

99,123 
(26.6%)

98,353 
(26.5%)

85,128 
(22.9%)

80,805 
(21.7%)

53,078 
(14.3%)

113,709 
(30.5%)

113,500 
(30.5%)

14,436 (3.9%)

40,449 
(10.9%)

38,041 
(10.2%)

18,395 
(5.0%) 27,254 

(7.3%)
26,527 
(7.1%)

8,123 (2.2%) 14,310 
(3.8%)

14,335 
(3.9%)

H 1 1 .3 .3 1 H 2 2 .3 .3 1 H 2 6 .4 .5

面積

団体数 面積 人口

25,527,983 31,522,696 31,947,460 

１万人未満 １万人以上３万人未満 ３万人以上10万人未満 10万人以上20万人未満 20万人以上50万人未満 50万人以上

※ H11.3.31の数値は、平成12年国勢調査（ただし、兵庫県篠山町、西紀町、丹南町、今田町の数値は平成7年国勢調査による。）、H22.3.31の数値は、平成22年国勢調査、
H26.4.5の数値は、平成27年国勢調査による。

※ 東京都特別区は除く。



都道府県別市町村数の変遷

※１万人未満の市町村数は、国勢調査人口による。（H11.3.31：H12国勢調査人口、H22.3.31：H22国勢調査人口、H26.4.5：H27国勢調査人口）

減少率 減少率

（H11→H26） （H11→H26）

団体数 (構成比) 団体数 (構成比) 団体数 (構成比)

北海道 212 34 154 24 179 35 129 15 179 35 129 15 ▲ 15.6% 北海道 147 (69.3%) 118 (65.9%) 122 (68.2%) ▲ 17.0%

青森県 67 8 34 25 40 10 22 8 40 10 22 8 ▲ 40.3% 青森県 36 (53.7%) 13 (32.5%) 14 (35.0%) ▲ 61.1%

岩手県 59 13 30 16 34 13 16 5 33 14 15 4 ▲ 44.1% 岩手県 24 (40.7%) 9 (26.5%) 10 (30.3%) ▲ 58.3%

宮城県 71 10 59 2 35 13 21 1 35 13 21 1 ▲ 50.7% 宮城県 29 (40.8%) 5 (14.3%) 6 (17.1%) ▲ 79.3%

秋田県 69 9 50 10 25 13 9 3 25 13 9 3 ▲ 63.8% 秋田県 43 (62.3%) 8 (32.0%) 9 (36.0%) ▲ 79.1%

山形県 44 13 27 4 35 13 19 3 35 13 19 3 ▲ 20.5% 山形県 17 (38.6%) 14 (40.0%) 14 (40.0%) ▲ 17.6%

福島県 90 10 52 28 59 13 31 15 59 13 31 15 ▲ 34.4% 福島県 52 (57.8%) 29 (49.2%) 33 (55.9%) ▲ 36.5%

茨城県 85 20 48 17 44 32 10 2 44 32 10 2 ▲ 48.2% 茨城県 15 (17.6%) 1 (2.3%) 2 (4.5%) ▲ 86.7%

栃木県 49 12 35 2 27 14 13 0 25 14 11 0 ▲ 49.0% 栃木県 7 (14.3%) 1 (3.7%) 0 (0.0%) ▲ 100.0%

群馬県 70 11 33 26 35 12 15 8 35 12 15 8 ▲ 50.0% 群馬県 24 (34.3%) 10 (28.6%) 11 (31.4%) ▲ 54.2%

埼玉県 92 43 38 11 64 40 23 1 63 40 22 1 ▲ 31.5% 埼玉県 14 (15.2%) 3 (4.7%) 3 (4.8%) ▲ 78.6%

千葉県 80 31 44 5 54 36 17 1 54 37 16 1 ▲ 32.5% 千葉県 18 (22.5%) 7 (13.0%) 8 (14.8%) ▲ 55.6%

東京都 40 27 5 8 39 26 5 8 39 26 5 8 ▲ 2.5% 東京都 11 (27.5%) 11 (28.2%) 11 (28.2%) 0%

神奈川県 37 19 17 1 33 19 13 1 33 19 13 1 ▲ 10.8% 神奈川県 2 (5.4%) 2 (6.1%) 3 (9.1%) 50.0%

新潟県 112 20 57 35 30 20 6 4 30 20 6 4 ▲ 73.2% 新潟県 59 (52.7%) 6 (20.0%) 6 (20.0%) ▲ 89.8%

富山県 35 9 18 8 15 10 4 1 15 10 4 1 ▲ 57.1% 富山県 12 (34.3%) 1 (6.7%) 1 (6.7%) ▲ 91.7%

石川県 41 8 27 6 19 10 9 0 19 11 8 0 ▲ 53.7% 石川県 18 (43.9%) 2 (10.5%) 2 (10.5%) ▲ 88.9%

福井県 35 7 22 6 17 9 8 0 17 9 8 0 ▲ 51.4% 福井県 17 (48.6%) 2 (11.8%) 3 (17.6%) ▲ 82.4%

山梨県 64 7 37 20 27 13 8 6 27 13 8 6 ▲ 57.8% 山梨県 40 (62.5%) 9 (33.3%) 9 (33.3%) ▲ 77.5%

長野県 120 17 36 67 77 19 23 35 77 19 23 35 ▲ 35.8% 長野県 76 (63.3%) 41 (53.2%) 43 (55.8%) ▲ 43.4%

岐阜県 99 14 55 30 42 21 19 2 42 21 19 2 ▲ 57.6% 岐阜県 56 (56.6%) 7 (16.7%) 8 (19.0%) ▲ 85.7%

静岡県 74 21 49 4 35 23 12 0 35 23 12 0 ▲ 52.7% 静岡県 15 (20.3%) 5 (14.3%) 5 (14.3%) ▲ 66.7%

愛知県 88 31 47 10 57 37 18 2 54 38 14 2 ▲ 38.6% 愛知県 19 (21.6%) 4 (7.0%) 4 (7.4%) ▲ 78.9%

三重県 69 13 47 9 29 14 15 0 29 14 15 0 ▲ 58.0% 三重県 30 (43.5%) 5 (17.2%) 5 (17.2%) ▲ 83.3%

滋賀県 50 7 42 1 19 13 6 0 19 13 6 0 ▲ 62.0% 滋賀県 19 (38.0%) 3 (15.8%) 3 (15.8%) ▲ 84.2%

京都府 44 12 31 1 26 15 10 1 26 15 10 1 ▲ 40.9% 京都府 21 (47.7%) 6 (23.1%) 6 (23.1%) ▲ 71.4%

大阪府 44 33 10 1 43 33 9 1 43 33 9 1 ▲ 2.3% 大阪府 2 (4.5%) 2 (4.7%) 2 (4.7%) 0%

兵庫県 91 21 70 0 41 29 12 0 41 29 12 0 ▲ 54.9% 兵庫県 35 (38.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) ▲ 100.0%

奈良県 47 10 20 17 39 12 15 12 39 12 15 12 ▲ 17.0% 奈良県 24 (51.1%) 18 (46.2%) 18 (46.2%) ▲ 25.0%

和歌山県 50 7 36 7 30 9 20 1 30 9 20 1 ▲ 40.0% 和歌山県 30 (60.0%) 11 (36.7%) 13 (43.3%) ▲ 56.7%

鳥取県 39 4 31 4 19 4 14 1 19 4 14 1 ▲ 51.3% 鳥取県 31 (79.5%) 7 (36.8%) 7 (36.8%) ▲ 77.4%

島根県 59 8 41 10 21 8 12 1 19 8 10 1 ▲ 67.8% 島根県 45 (76.3%) 8 (38.1%) 8 (42.1%) ▲ 82.2%

岡山県 78 10 56 12 27 15 10 2 27 15 10 2 ▲ 65.4% 岡山県 50 (64.1%) 4 (14.8%) 4 (14.8%) ▲ 92.0%

広島県 86 13 67 6 23 14 9 0 23 14 9 0 ▲ 73.3% 広島県 53 (61.6%) 2 (8.7%) 3 (13.0%) ▲ 94.3%

山口県 56 14 37 5 19 13 6 0 19 13 6 0 ▲ 66.1% 山口県 33 (58.9%) 3 (15.8%) 3 (15.8%) ▲ 90.9%

徳島県 50 4 38 8 24 8 15 1 24 8 15 1 ▲ 52.0% 徳島県 31 (62.0%) 7 (29.2%) 9 (37.5%) ▲ 71.0%

香川県 43 5 38 0 17 8 9 0 17 8 9 0 ▲ 60.5% 香川県 17 (39.5%) 2 (11.8%) 2 (11.8%) ▲ 88.2%

愛媛県 70 12 44 14 20 11 9 0 20 11 9 0 ▲ 71.4% 愛媛県 45 (64.3%) 3 (15.0%) 4 (20.0%) ▲ 91.1%

高知県 53 9 25 19 34 11 17 6 34 11 17 6 ▲ 35.8% 高知県 37 (69.8%) 19 (55.9%) 19 (55.9%) ▲ 48.6%

福岡県 97 24 65 8 60 28 30 2 60 28 30 2 ▲ 38.1% 福岡県 24 (24.7%) 8 (13.3%) 9 (15.0%) ▲ 62.5%

佐賀県 49 7 37 5 20 10 10 0 20 10 10 0 ▲ 59.2% 佐賀県 26 (53.1%) 5 (25.0%) 5 (25.0%) ▲ 80.8%

長崎県 79 8 70 1 21 13 8 0 21 13 8 0 ▲ 73.4% 長崎県 56 (70.9%) 2 (9.5%) 2 (9.5%) ▲ 96.4%

熊本県 94 11 62 21 45 14 23 8 45 14 23 8 ▲ 52.1% 熊本県 58 (61.7%) 15 (33.3%) 17 (37.8%) ▲ 70.7%

大分県 58 11 36 11 18 14 3 1 18 14 3 1 ▲ 69.0% 大分県 38 (65.5%) 1 (5.6%) 2 (11.1%) ▲ 94.7%

宮崎県 44 9 28 7 26 9 14 3 26 9 14 3 ▲ 40.9% 宮崎県 19 (43.2%) 8 (30.8%) 9 (34.6%) ▲ 52.6%

鹿児島県 96 14 73 9 43 19 20 4 43 19 20 4 ▲ 55.2% 鹿児島県 58 (60.4%) 17 (39.5%) 17 (39.5%) ▲ 70.7%

沖縄県 53 10 16 27 41 11 11 19 41 11 11 19 ▲ 22.6% 沖縄県 26 (49.1%) 18 (43.9%) 18 (43.9%) ▲ 30.8%

計 3,232 670 1,994 568 1,727 786 757 184 1,718 790 745 183 ▲ 46.8% 計 1,559 (48.2%) 482 (27.9%) 512 (29.8%) ▲ 67.2%

都道府県名

H11.3.31市町村数 H22.3.31市町村数 H26.4.5市町村数

市 町 村 市 町 村 市 町
１万人未満 １万人未満 １万人未満

村
都道府県名

H11.3.31 H22.3.31 H26.4.5
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参考資料
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○新市町村名 西尾市
○合併の方式 編入合併

(一色町、吉良町及び幡豆町を廃し、西尾市に編入)
○合併年月日 平成23年4月1日
○合併の経緯
平成21年12月「西尾市・幡豆郡三町合併協議会

（法定協議会）」設置
平成22年 9月 合併関係市町の議会で合併議案を可決
平成22年12月 廃置分合に係る愛知県議会の議決

愛知県知事による廃置分合の決定

＜参考＞愛知県西尾市、一色町、吉良町、幡豆町の合併

合併の概要

市町村名
人口（人）
（H22国調）

面積（km2）
（H22国土地理院）

人口密度
（人/km2）

西 尾 市 １０６，８２３ ７５．７８ １，４０９.６５

一 色 町 ２３，８２５ ２２．５３ １，０５７.４８

吉 良 町 ２２，２９８ ３５．９８ ６１９．７３

幡 豆 町 １２，３５２ ２６．０５ ４７４．１７

西 尾 市 １６５，２９８ １６０．３４ １，０３０.９２

本庁・支所

議会議員の取扱い

地方税の取扱い

地域自治組織

旧西尾市区域に本庁、旧３町役場に支所（一色支所、吉良支所、幡豆支所）

○合併前の議員定数
西尾市 24人
一色町 14人
吉良町 12人
幡豆町 10人
（計 60人）

○合併時
・在任特例・定数特例は活用せず、地方自治法本則に基づき

新西尾市議会の議員定数を34人。編入する旧3町の議会議員
は合併と同時に失職。

・合併後、旧3町の区域を選挙区として増員選挙を実施（増員
数：10人(旧一色町4人、旧吉良町4人、旧幡豆町2人)）。

○合併後
・合併後、最初に行われる一

般選挙から、左記選挙区を
廃止し、一つの選挙区で選
挙を実施（定数30人）。

・差異のある固定資産税、都市計画税、軽自動車税、市町民税、市町たばこ税、特別土地保有税は西尾市の例、入湯税は吉良町の例による。
・旧3町の市街化区域の農地は、合併特例法により合併の翌年度から5年間は合併前の課税を継続。平成29年度の課税から特定市街化区域農

地課税を適用。

地域審議会、地域自治区、合併特例区のいずれも設置しない。

新市の人口・面積
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新市の人口・面積

本庁・支所

議会議員の取扱い

地方税の取扱い

地域自治組織

＜参考＞島根県松江市、東出雲町の合併

○新市町村名 松江市
○合併の方式 編入合併（東出雲町を廃し、松江市に編入）
○合併年月日 平成23年8月1日
○合併の経緯
平成22年 3月 東出雲町の住民団体が法定協議会設置の直接請求
平成22年 4月 法定協議会設置議案について松江市議会が可決

法定協議会設置議案について東出雲町議会が否決
平成22年 5月 東出雲町長が請求した法定協議会設置の住民投票で

賛成多数により法定協議会設置決定
平成22年 6月 「松江市・東出雲町合併協議会(法定協議会)」設置
平成22年 8月 両市町の議会が廃置分合関連議案を可決
平成22年12月 島根県議会が両市町の廃置分合に係る議案を可決

島根県知事が両市町の廃置分合を決定

○合併前の議員定数
松江市 34人
東出雲町 16人

（計 50人）

○合併時
・定数特例を活用し、松江市議会議員の残任期間に相当する期間

に限り、議員定数を2人増加し36人とし、合併後、東出雲町を区
域とする選挙区を設け、増員選挙を実施（H23.8増員選挙実施）。

旧松江市区域に本庁、旧東出雲町役場に支所（東出雲支所）

旧東出雲町区域に地域審議会の機能を包含した地域協議会を10年間設置（平成32年度まで）。

・法人市町民税、軽自動車税は、合併年度及びこれに続く5年度に限り現行の税率を採用し不均一課税とし、平成29年度から均一課税。
・旧東出雲町区域の都市計画税については、合併年度及びこれに続く5年度に限り課税しないこととし、平成29年度から課税。

○合併後
・合併後、最初に行われる一般

選挙から、一つの選挙区で選
挙を実施（定数34人）。

合併の概要

市町村名
人口（人）
（H22国調）

面積（km2）
（H22国土地理院）

人口密度
（人/km2）

松 江 市 １９４，２５８ ５３０．３５ ３６６．２８

東 出 雲 町 １４，３５５ ４２．６４ ３３６．６６

松 江 市 ２０８，６１３ ５７２．９９ ３６４．０８
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○新市町村名 一関市
○合併の方式 編入合併（藤沢町を廃し、一関市に編入）
○合併年月日 平成23年9月26日
○合併の経緯
平成21年 6月 一関市・藤沢町合併研究会（任意協議会）を設置
（平成22年1月までに6回の研究会を開催）
平成22年 2月 両市町において住民懇談会を開催(一関市7回、藤沢町9回)
平成22年 3月 両市町議会において、法定協議会設置議案可決
平成22年 4月 「一関市・藤沢町合併協議会（法定協議会）」設置
平成22年12月 両市町議会において廃置分合関連議案を可決
平成23年 3月 岩手県議会が両市町の廃置分合に係る議案を可決

岩手県知事が両市町の廃置分合を決定
新市の人口・面積

本庁・支所

地方税の取扱い

＜参考＞岩手県一関市、藤沢町の合併

合併の概要

○合併前の議員定数
一関市 34人
藤沢町 10人

（計 44人）

○合併時
・定数特例を活用し、一関市議会議員の残任期間に相当する期間に

限り、議員定数を3人増加し37人とし、合併後、藤沢町を区域と
する選挙区を設け、増員選挙を実施（H23.11増員選挙実施）。

旧一関市に本庁、旧藤沢町(自治センター）に支所（藤沢支所）

旧藤沢町区域に地域自治区（合併特例法）を設置（平成24年度まで）。

・法人市民税の法人税割の税率は、地方税法の制限税率を適用し、14.7％とする。ただし、旧藤沢町域については、激変緩和措置として合
併が行われた日の属する年度から３年度間に限り、不均一課税とする。

○合併後
・合併後、最初に行われる一般

選挙から、一つの選挙区で選
挙を実施（定数30人）。

地域自治組織

議会議員の取扱い

市町村名
人口（人）
（H22国調）

面積（km2）
（H22国土地理院）

人口密度
（人/km2）

一 関 市 １１８，５７８ １，１３３.１０ １０４．６５

藤 沢 町 ９，０６４ １２３．１５ ７３．６０

一 関 市 １２７，６４２ １，２５６.２５ １０１．６１
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本庁・支所

＜参考＞栃木県栃木市、西方町の合併

地域自治組織

○合併前の議員定数
栃木市 31人
西方町 10人

（計 41人）

旧栃木市に本庁、旧西方町役場に支所（西方総合支所）

・旧西方町区域に地域自治区（合併特例法）を設置（平成26年度まで）。
・平成27年度から「栃木市地域づくり推進条例」に基づき、市の附属機関として地域会議（審議会）を設置。

両市町で差異のある軽自動車税、入湯税については、栃木市の例により合併時に統合。

○合併後
・合併後、最初に行われる一

般選挙から、一つの選挙区
で選挙を実施（定数30人）。

○合併時
・在任特例・定数特例は活用せず、地方自治法本則に基づき新栃木

市議会の議員定数を34人とする。
・合併後、旧西方町の区域を選挙区（定数3人）として増員選挙を

実施。

○新市町村名 栃木市
○合併の方式 編入合併（西方町を廃し、栃木市に編入）
○合併予定日 平成23年10月1日
○合併の経緯
平成22年7月 「栃木市・西方町合併協議会（法定協議会）」設置
平成22年11月 両市町議会で合併議案を可決
平成22年12月 廃置分合に係る栃木県議会の議決

栃木県知事による廃置分合の決定

市町村名
人口（人）
（H22国調）

面積（km2）
（H22国土地理院）

人口密度
（人/km2）

栃 木 市 １３９，２６２ ２５２．８３ ５５０．８１

西 方 町 ６，５２１ ３２．００ ２０３．７８

栃 木 市 １４５，７８３ ２８４．８３ ５１１．８２

合併の概要

地方税の取扱い

議会議員の取扱い

新市の人口・面積
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本庁・支所

＜参考＞栃木県栃木市、岩舟町の合併

地域自治組織

○合併前の議員定数
栃木市 34人
岩舟町 14人

（計 48人）

旧栃木市に本庁、旧岩舟町役場に支所（岩舟総合支所）

・旧岩舟町区域に地域自治区（合併特例法）を設置（平成26年度まで）。
・平成27年度から「栃木市地域づくり推進条例」に基づき、市の附属機関として地域会議（審議会）を設置。

・両市町で差異のある軽自動車税、鉱産税、入湯税については、栃木市の例により合併時に統合。
・旧岩舟町区域の都市計画税については、激変緩和措置として平成29年度までは不均一課税とするが、平成30年度から均一課税。

○合併後
・平成30年4月22日執行の選挙

では、一つの選挙区で選挙
を実施（定数30人）。

○合併時
・岩舟町議会議員は合併の日の前日をもって失職。栃木市議会議員

は平成26年4月24日任期満了。
・合併後、最初に行われる一般選挙（H26.4.20執行）に限り、合併

前の栃木市を区域とする選挙区（定数30人）及び岩舟町を区域
とする選挙区（定数4人）を設ける。

○新市町村名 栃木市
○合併の方式 編入合併（岩舟町を廃し、栃木市に編入）
○合併予定日 平成26年4月5日
○合併の経緯
平成22年 6月 岩舟町で栃木市との合併協議会設置について直接請求
平成22年 9月 合併協議会設置議案：栃木市議会可決、岩舟町議会否決
平成22年12月 岩舟町で栃木市との合併協議会設置協議についての住民投票

実施を求める直接請求
平成23年 1月 岩舟町で栃木市との合併協議会設置の是非を問う住民投票

実施、賛成多数により法定協議会設置決定
平成23年 4月 「栃木市・岩舟町合併協議会（法定協議会）」設置
平成25年 2月 両市町議会で廃置分合関連議案を可決
平成25年 6月 廃置分合に係る栃木県議会の議決

栃木県知事による廃置分合の決定

合併の概要

地方税の取扱い

議会議員の取扱い

市町村名
人口（人）
（H22国調）

面積（km2）
（H22国土地理院）

人口密度
（人/km2）

栃 木 市 １４５，７８３ ２８４．８３ ５１１．８２

岩 舟 町 １８，２４１ ４６．７４ ３９０．２７

栃 木 市 １６４，０２４ ３３１．５７ ４９４．６９

※栃木市の人口・面積については、H22国調・H22国土地理院に、
H23.10.1合併の西方町人口を足した数値とする。

新市の人口・面積
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○新市町村名 出雲市
○合併の方式 編入合併（斐川町を廃し、出雲市に編入）
○合併予定日 平成23年10月1日
○合併の経緯
平成22年 2月 斐川町内の住民団体が法定協議会の設置を直接請求
平成22年 3月 法定協議会設置議案：出雲市議会可決、斐川町議会否決
平成22年 4月 斐川町長が請求した住民投票で賛成多数により法定協議会設置決定
平成22年 5月 「出雲市・斐川町合併協議会（法定協議会）」設置
平成22年10月 斐川町合併の是非を問う住民投票実施(賛成9,743 反対5,991）

斐川町議会が廃置分合関連議案を否決
平成22年11月 斐川町で町議会解散請求に必要な代表者証明書を交付

両市町議会で廃置分合関係議案を可決
平成22年12月 島根県議会が両市町の廃置分合に係る議案を可決

島根県知事が、両市町の廃置分合を決定

新市の人口・面積

本庁・支所

＜参考＞島根県出雲市、斐川町の合併

地域自治組織

合併の概要

○合併前の議員定数
出雲市 34人
斐川町 16人

（計 50人）

○合併時
・定数特例を活用し、出雲市議会議員の残任期間に相当する期間に

限り、議員定数を6人増加し40人とし、合併後、斐川町を区域と
する選挙区を設け、増員選挙を実施（H23.10増員選挙実施）。

旧出雲市に本庁、旧斐川町役場に支所（斐川支所）

旧斐川町区域に地域自治区（一般制度）を設置（平成28年度まで）。

・出雲市が独自に実施する新築住宅に対する固定資産税の課税免除については、出雲市の制度を適用。
・都市計画税については、新市においても現行のとおり適用する。新市全体における都市計画税のあり方については、今後の都市計画事業

等の事業計画を考慮しながら検討する。

○合併後
・合併後、最初に行われる一般

選挙から、一つの選挙区で
選挙を実施（定数32人）。

地方税の取扱い

議会議員の取扱い

市町村名
人口（人）
（H22国調）

面積（km2）
（H22国土地理院）

人口密度
（人/km2）

出 雲 市 １４３，７９６ ５４３．４８ ２６４．５８

斐 川 町 ２７，６８９ ８０．６４ ３４３．３７

出 雲 市 １７１，４８５ ６２４．１２ ２７４．７６
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新市の人口・面積
本庁・支所

＜参考＞埼玉県川口市、鳩ヶ谷市の合併

地方税の取扱い

議会議員の取扱い

市町村名
人口（人）
（H22国調）

面積（km2）
（H22国土地理院）

人口密度
（人/km2）

川 口 市 ５００，５９８ ５５．７５ ８，９７９.３４

鳩 ケ 谷 市 ６０，９０８ ６．２２ ９，７９２.２８

川 口 市 ５６１，５０６ ６１．９７ ９，０６０.９３

地域審議会、地域自治区、合併特例区のいずれも設置しない。

地域自治組織

○合併前の議員定数
川口市 40人
鳩ヶ谷市 15人

（計 55人）

○合併時
・定数特例を活用し、川口市議会議員の残任期間に相当する期間に

限り、議員定数を5人増加し45人とし、合併後、鳩ヶ谷市を区域
とする選挙区を設け、増員選挙を実施（H23.11増員選挙実施）。

旧川口市に本庁舎、旧鳩ヶ谷市役所に分庁舎（鳩ヶ谷庁舎）

・両市で差異のある事業所税及び入湯税については、川口市の制度を適用。ただし、旧鳩ヶ谷市域における事業所税については、合併が行
われた日の属する年度及びこれに続く2年度は課税しない。

○合併後
・合併後、最初に行われる一般

選挙から、一つの選挙区で
選挙を実施（定数42人）。

○新市町村名 川口市
○合併の方式 編入合併（鳩ヶ谷市を廃し、川口市に編入）
○合併年月日 平成23年10月11日
○合併の経緯
平成22年9月 「川口市・鳩ヶ谷市合併協議会（法定協議会）」設置
平成23年2月 鳩ヶ谷市議会において廃置分合関連議案を可決
平成23年3月 川口市議会において廃置分合関連議案を可決
平成23年7月 廃置分合に係る埼玉県議会の議決

埼玉県知事による廃置分合の決定

合併の概要
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